
　横浜市青葉区福祉保健活動拠点

　1　場の提供について
(1)場の提供を通した関係性の構築・利用団体支援

(2)拠点の利用促進に関すること

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間
280 340 250 75% 85% 60%
200 180 120 75% 70% 50%
50 80 70 20% 35% 30%
25 20 5 10% 8% 1%

200 180 50 75% 70% 20%

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間
80 90 80 80% 80% 80%
50 50 30 80% 80% 65%
20 10 5 40% 10% 2%
13 10 5 20% 10% 2%
30 20 10 50% 40% 15%

計画

拠点に集う福祉保健活動者（団体）を通して得た様々な活動の内容や課題、個別
ニーズを集積しさらに本会職員が地域から得て蓄積した情報を本会が主催する各
種部会・分科会や会議などの場に提供することで福祉保健活動団体の活動の支援
に役立てます。
　本年も利用者懇談会を2回開催し団体から意見の聴取や情報交換・提供などを
実施します。昨年から引き続き団体間で連携ができるよう支援します。
①関係性の構築
利用者懇談会の開催（9月・2月）
②利用団体支援
拠点内情報コーナーへの利用団体発行物の配架や館内掲示板への掲示。
本会の各委員会や連絡会、各業務などでの拠点利用団体の周知や情報の提供。
新規団体とは情報共有を通じ関係を構築する。

団体交流室

計画

広く市民へ向けて積極的に各種福祉保健活動情報を提供することで今まで以上に
拠点利用の促進に努めます。
①本会ホームページの拠点貸室の紹介ページの更新と充実。
②拠点利用のメリットの再アピール
駅至近の立地や拠点貸出備品の充実を周知し、利用の促進を図ります。
貸室の1時間単位での利用を継続。
登録団体への印刷機、カラーコピー機の低額での提供、無料貸出し機材の充実。
③情報コーナーの充実と総合相談窓口機能の充実。様々な福祉保健活動情報を提
供できる様引き続き情報コーナーや掲示板を設置し広く収集した福祉保健活動場
地域活動情報を整理・掲示・配架します。
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(3)拠点のサービスの向上に関すること

(4)利用調整会議等の開催

　２　ボランティア業務
(1)ボランティアに関する情報収集、分析、計画立案

(2)ボランティアに関する広報、情報提供

計画

昨年度開催実績
２回

２７団体
昨年度参加団体数

計画

　地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会等への参加や、ボランティア・
市民活動分科会、地区社協分科会等を開催、地区担当と情報共有・連携すること
で、地域のボランティアニーズや福祉課題を収集し、地区支援に努めます。
　特に身近な地域での生活支援活動を推進するため、地区社協会議や地区民児協
にて、個別支援の理解・啓発を進め、ボランティア団体との連携を図ります。

計画

　ボランティア活動に関する各種情報や最新の動向を積極的に収集し、情報提供
に努めます。また、ボランティア・市民活動団体分科会等、区社協の会員ネット
ワークを活用して、情報収集を行います。
　ホームページやInstagramによるボランティア活動情報の発信を随時行いま
す。

拠点の公正かつ適正な運営のため、拠点管理者として利用団体に対して様々な情
報提供を行うとともに、利用団体からも拠点運営全般に関する様々な意見を聴取
することを目的に、次の通り利用者懇談会を開催します。
また意見をもとに利用方法の修正などが必要な情報は速やかに登録団体へ周知し
ます。
上記懇談会終了後には利用者参加のもと消防防災訓練を実施することで緊急時対
応に備えます。
①開催頻度　年2回（９月・２月）
②参加依頼団体　全利用登録団体

計画

拠点におけるサービス向上のため、次の取組を行います。
①窓口での利用者への積極的な声掛けと、館内での挨拶を心掛けます。
②窓口満足度調査の実施（年1回）
窓口対応や拠点運営全般についてアンケートにて利用者から評価や意見を聴取し
ます。より多くの方からご意見を頂けるよう配架方法を工夫し、調査結果は集計
の上、要望などへの回答を含めて拠点内に掲示します。
③ご意見箱の設置
館内に「ご意見箱」を設置し、直接は言いにくい内容や拠点運営を含めた本会事
業や活動全般について意見を聴取しサービス向上に努めます。
④年に2回利用者懇談会の開催（9月と2月）



(3)ボランティアに関する相談、紹介

新規
累計
新規
累計

(4)ボランティアに関する育成・支援・講座開催

　３　他の関連組織とのネットワーク
(1)関連組織及び地域との連携

計画

会員団体やその他の活動団体のボランティアがつながり、交流やお互いの活動内
容を知り合うことができるように、利用団体懇談会を開催します（９・２月）。
また、団体運営の工夫の共有化やつながりづくり等を通じた活動の活性化や新し
いボランティア活動者の発掘を目的としたボランティアイベントを開催します。
（２月）
　活動の周知とともにボランティアの募集や講座の開催などについて、地域に発
信し参加のきっかけづくりを行います。
　子どもの居場所・子ども食堂等の課題解決に取り組む団体に対しては、必要な
後方支援を行うとともに、横断的な連絡会を開催し、活動の展開を図ります。

計画

ボランティアに関する各種相談に対し、円滑に対応するとともに、各種講座や福
祉教育を積極的に実施します。
①開所時間
月～土曜日（祝日・年末年始除く）の９時～17時
②コーディネーター
常時１名配置（２名での交代勤務）
③活動内容
・ボランティア依頼・派遣、調整
・ボランティア活動支援（講座の開催、団体活動支援など）
・相談窓口（困りごと相談）
・福祉教育支援（講師・ボランティアの派遣・調整・メニューの充実）
・福祉用具貸出（車いす・高齢者疑似体験セット・白杖等）
・ボランティア活動中や終了後、ボランティアと依頼者へサポート実施

計画

　新たなボランティアの発掘や育成、既存ボランティアの活動支援を目的に、区
内のボランティアグループや地域ケアプラザ、区役所等との連携による様々な講
座を開催します。
①各種ボランティア講座の実施
・音訳ボランティア入門講座
・ボランティア入門講座
・他団体・他機関との共催または協力によるボランティア講座
②ボランティア団体の支援
・ボランティア・市民活動団体分科会の開催
・食事サービス関連ボランティア活動者への検便検査料助成
・各種ボランティア保険の受付
・ボランティア団体の活動を紹介するイベントの開催

登録人数（目標）

相談件数
依頼件数
紹介人数
調整数

個人

団体

100名
400名
４団体
40団体
400件
90件
200名

1,500名



(2)地域の福祉保健課題への理解と協力

　４　その他
(1)職員体制、育成

５　施設の適正な管理・運営について
ア 施設の維持管理について

＜開館時間＞

＜建物・設備の保守点検、小破修繕＞

＜清掃業務について＞

＜警備業務について＞

＜その他について＞

生活支援体制整備事業や第４期青葉区地域福祉保健計画（以下、「計画」）の着
実な推進及び5期計画の策定の過程を通じ、拠点利用団体への地域課題の発信や
協力の呼びかけを行います。
　住民主体の「誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会」の実現や地域課題
の把握や解決をめざし、拠点運営を通じて、利用団体やボランティア等に理解や
協力が得られるよう取組を行います。
①子ども・青少年の健全育成
・区 生活支援課と共催し、寄り添い型学習支援事業や子ども食堂、おもちゃの
ひろば等の年間でお部屋の貸出の場の提供
②災害時の対応
・年２回の防災訓練の実施

計画

①職員体制
・常勤職員　 4名（うち管理者２名。区社協業務と兼務）
・非常勤職員
　福祉保健活動拠点　　４名（月～土曜日：17時～21時、日祝日：９時～17時）
ボランティアセンター２名（月～土曜日：９時～17時）
②拠点管理職員の育成
　来館者の窓口満足度向上のため、職員の接遇研修や学習会を開催します。ま
た、拠点管理職員全員で定期的なミーティングを開催することで、日々の拠点管
理業務に関する確認・検討の機会を設けます。
③ボランティアコーディネーターの育成
　接遇研修等の受講はもとより、最新のボランティア動向を把握するため、区内
で活動する各種ボランティア団体へのヒアリングを行うとともに、市社会福祉協
議会等が実施する外部研修受講による更なるスキルアップを図ります。

計画

機械警備　通年(業務委託）

利用時間
月～土曜日　午前９時～午後９時　日曜・祝日　午前９時～午後5時

日常清掃　週２回(業務委託）週１回（障害者作業所へ委託）
定期清掃　床面(年４回）窓ガラス（年３回）照明器具(年1回）
　　　　　空調フィルター(年４回）換気口（年４回）排水管(年1回）
　　　　　トイレ特別清掃（年８回）
　　　　　(定期清掃：業務委託）
害虫駆除　年２回（業務委託）

エレベーター設備保守　通年（業務委託）
消防設備点検　年２回（業務委託）
自動ドア点検　年２回（業務委託）

空調衛生設備保守　年1回（業務委託）

植栽　　年1回（業務委託）
カーテンクリーニング　年1回(業務委託）



イ 苦情受付体制について

ウ 緊急時（災害・事件・事故等）の体制及び対応について

エ 個人情報保護の体制及び取組について

オ 環境への配慮及び取組について

①よこはま３R夢(スリム）プランに基づいた環境配慮行動の推進
・再利用、リサイクルを徹底し、廃棄物の発生抑制に努めます。
・廃棄物の分別を徹底します。
・再生品、再使用品を積極的に活用します。
・利用者に対し、ごみ持ち帰りの協力を依頼します。
②職員・拠点利用者ともに省エネに取り組みます。
・不要な照明の消灯
・拠点内の冷暖房の適正温度設定
・職員の季節に合った服装の徹底(クールビズ・ウォームビズ）

本会苦情解決規則、及び横浜市社会福祉協議会苦情解決規則に基づく「苦情相談対応マ
ニュアル」に準拠した苦情受付体制を整えます。
また、先に記載の「利用団体懇談会」や拠点内に設置した「ご意見箱」日々の窓口対応
等、利用者からの要望や苦情を受け付ける仕組みを複数設け対応します。
①苦情への対応手順
　苦情受付担当者→実務責任者(事務局長）→市社協所管部長→苦情解決推進チーム→
統括責任者
※上記の仕組みの中で対応できない場合は、苦情解決調整委員(第三者委員）に助言を
いただき、厳正な対応、サービスの改善に努めます。
②苦情解決制度の周知
　苦情担当者や責任者を拠点内に掲示します。
苦情解決制度の仕組みを拠点内に掲示し、わかりやすい周知に努めます。

①連絡体制
　施設内や法人内（市社会福祉協議会を含む）並びに区役所との連絡体制を整え、緊急
時の対応に備えます。
②職員の役割分担
　「事故・緊急対応マニュアル」や「消防計画」に沿って、職員の役割分担を徹底し、
緊急時に備えます。
③地域や関係機関との連携体制
　大規模災害発生時には、区の災害対策本部、地域防災拠点、青葉区災害ボランティア
連絡会との連携のもと、災害救護活動（災害ボランティアセンター）が行えるよう引き
続き体制強化に努めます。
④事故防止への取組
　職員だけでなく利用団体も緊急時に備えられるよう利用団体懇談会にあわせて防災訓
練を実施します。また、防犯カメラを設置し、事件・事故等を抑止、予防に努めます。
⑤大規模災害時からの復旧
　「事業継続計画」に基づき、1日も早い通常業務への復旧に努めます。

　「横浜市個人情報保護に関する条例」並びに「横浜市青葉区社会福祉協議会の保有す
る個人情報に関する規定」に基づき、個人情報の適切な管理に努めるとともに毎年、個
人情報保護に関する自主点検を行いその保管・取扱状況を確認の上、対応が必要な場合
は改善策を講じます。
　また、誰もが閲覧可能な「個人情報取扱業務概要説明書」を設置し、取り扱う個人情
報の収集範囲を明示し、また情報開示請求に対応するべく、個人情報開示書類（申し
出、結果通知書等）を整備しています。
　なお、本会職員においては毎年当初、職場内での個人情報保護研修を実施するほか、
可能な限り複数の職員を外部研修に派遣し、その内容を職場内で伝達研修することで、
個人情報の取扱いに関する注意喚起を継続していきます。



（指定管理者が記入する様式）

収入の部 （税込、単位：円）
当初予算額
（A）

補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

18,318,334 0 18,318,334 0 18,318,334
18,318,334 18,318,334 18,318,334

0
0 0

360,000 0 360,000 0 360,000
171,000 171,000 171,000 拠点利用コピー代・公衆電話

168,000 168,000 168,000
21,000 21,000 21,000 区老連光熱水費負担分

30,000 30,000 30,000 （税込、単位：円）技術ボランティア講座）＠1,500
×20人

18,708,334 0 18,708,334 0 18,708,334

支出の部
当初予算額
（A）

補正額
（B）

予算現額
（C=A+B）

決算額
（D）

差引
（C-D）

説明

10,281,000 0 10,281,000 0 10,281,000 法人本部経費無し

9,062,000 9,062,000 9,062,000 職員本俸＠2,500、諸手当＠800，賞与1,000、非
常勤職員＠4,762

715,000 715,000 715,000 法定福利費

250,000 250,000 250,000

0 0
6,000 6,000 6,000 福利厚生費

248,000 248,000 248,000

3,364,334 0 3,364,334 0 3,364,334 法人本部経費無し

5,000 5,000 5,000

1,029,334 1,029,334 1,029,334

0 0

50,000 50,000 50,000

450,000 450,000 450,000

9,000 0 9,000 0 9,000
自販機目的外使用料（横浜市への支
出） 9,000 9,000 9,000

自動販売機目的外使用

その他 0 0

200,000 200,000 200,000

0 0

10,000 10,000 10,000 損保ジャパン

0 0

23,000 23,000 23,000 EB振込手数料

598,000 598,000 598,000

2階印刷機コインベンダー＠171,600、マットリース

13,728
AEDリース料＠84,480１階利用者用コピー機＠

0 0

0 0

900,000 0 900,000 0 900,000
事業所税 0
消費税 900,000 0 消費税

印紙税 0
その他 0

90,000 90,000 90,000 利用者懇談会通訳料(40000)広告費（50000）

330,000 0 330,000 0 330,000 法人本部経費無し

330,000 330,000 330,000

4,733,000 0 4,733,000 0 4,733,000 法人本部経費無し

2,021,400 2,021,400 2,021,400 電気＠1,882,400水道＠139,000
622,000 622,000 622,000 定期清掃＠472,000，田園工芸@150,000

300,000 300,000 300,000
574,000 574,000 574,000 ALSOK

452,000 0 452,000 0 452,000
空調衛生設備保守 266,000 266,000 266,000 エアコン点検

消防設備保守 41,000 41,000 41,000 アームス＠41,000

電気設備保守 0 0
害虫駆除清掃保守 40,000 40,000 40,000 シーアイシー＠39,600

駐車場設備保全費 0 0
その他保全費 105,000 105,000 105,000 排水管清掃@40,000，植栽＠65,000

0 0

763,600 763,600 763,600

ルート回収＠500,000　カーテンクリーニング＠
85,000
HP管理費＠138,600、HPサーバードメイン＠
40 000

0 0 法人本部経費無し

18,708,334 0 18,708,334 0 18,708,334

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

330,000 0 330,000 0 330,000

△ 330,000 0 △ 330,000 0 △ 330,000

168,000 0 168,000 0 168,000 目的外使用許可（自販機）による手数料収入

9,000 0 9,000 0 9,000 目的外使用許可（自販機）による横浜市への支出

159,000 0 159,000 0 159,000
※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

共益費
その他

その他

給与・賃金

社会保険料
通勤手当
健康診断費
勤労者福祉共済掛金
退職給付引当金繰入額

公租公課

内
訳

リース料

手数料

職員等研修費
振込手数料

地域協力費

自主事業費（指定管理料充当の自主事業）

設備保全費
機械警備費
修繕費
清掃費
光熱水費

内
訳

内
訳

受領額
戻入額

印刷代
自動販売機手数料
その他

支出合計
差引

事務費

内
訳

内
訳

その他

旅費
消耗品費
会議賄い費
印刷製本費
通信費

備品購入費
図書購入費
施設賠償責任保険

管理許可・目的外使用許可に関わる収支

自主事業費　収入
自主事業費　支出

管理許可・目的外使用許可に関わる収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出

自主事業　収支

令和７年度　横浜市青葉区福祉保健活動拠点　収支予算書及び報告書

管理費

事業費

科目

収入合計

科目

人件費

その他

指定管理料

自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）
雑入

横浜市より

使用料及び賃借料
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